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新 旧 

住宅ローン契約規定（元金均等型） 
お客さまおよび連帯保証人は、住信ＳＢＩネット銀行（以下、「当社」と

いいます。）と住宅ローン取引を行う場合は、この規定（以下、「本規

定」といいます。）における下記条項のほか、別途定める各取引に係

る規定（以下、「各取引規定」といいます。）に従うことに同意するもの

とします。 
お客さまおよび連帯保証人と当社との間の住宅ローン取引に関する

契約（以下、「本契約」といいます。）は、本規定のほか、「住宅ローン

契約書」記載の借入要項またはＷＥＢサイト画面に表示される「契約

内容」（以下総称して、「借入要項等」といいます。）をその内容としま

す。 
お客さまは、当社がお客さまに対し借入要項等に定める借入金の

受領方法にもとづき同要項に定める借入金額を交付した場合、当

社に対し、本契約に従ってその元本を返済し利息その他の債務を

支払うことを約します。 

当社による借入金額の交付がなされない場合、本契約の効力は生

じないものとします。 

住宅ローン契約規定（元金均等型） 
本規定は、住信ＳＢＩネット銀行株式会社（以下「当社」といいます）の

フラット３５（保証型）住宅ローン（元金均等型）を利用する個人（以下

「お客さま」といいます）が、この「住宅ローン契約書」により当社と締

結した住宅ローン契約（以下「本契約」といいます）にもとづくお借入

に対し適用されます。本規定に定めのない事項については、別途

契約する「抵当権設定契約証書」の規定の他、当社のＷＥＢサイトに

掲示する住信ＳＢＩネット銀行取引規定等の規定の他すべて当社の

定めるところによるものとします。 
 

第 1 条 借入金利  

1.本契約にもとづいてお客さまに適用される金利（以下、「借入金

利」といいます。）は、本条 3 項の金利引下げがなければ、当社所

定の基準金利によるものとします。  

2.借入金利は、当社が借入金額を交付した日（以下、「ローン実行 

日」といいます。）現在の基準金利とします。 

3.略  

4.略 

第 1 条 借入金利  

1.本契約にもとづいてお客さまに適用される金利は、借入金利とい

います。借入金利は、当社所定の基準金利によるものとします。  

2.借入金利は、ローン実行日現在の基準金利とします。 

3.略 

4.略 

第 2 条 遅延損害金  

1. お客さまは元利金の返済を遅延した場合には、遅延している

元金に対し年 14％（1 年を 365 日とし、日割りで計算する。）の

遅延損害金を支払うものとします。  

2. 略 

第 2 条 遅延損害金  

1. お客さまは元利金の返済を遅延した場合には、遅延している

元金に対し年 14％（1 年を 365 日とし、日割りで計算する）の

遅延損害金を支払うものとします。  

2. 略 

第 3 条 元利金の計算方法  

1. 利息は借入要項等に定める元利金返済日（以下、「約定返済

日」といいます。）に後払いするものとし、毎回の元金返済額

は、毎月の元金返済額および半年毎の増額元金返済額とも

に、均等とします。 

2.  略  

3.  略  

4.  略  

5. 毎回の返済元金は毎月返済部分、半年毎増額返済部分につ

いてそれぞれ借入元金を返済回数で割った金額（円未満を切

り捨て、割り切れない端数の金額については、当社所定の方

法で調整するものとします。）とし、これに本条 2 項と 3 項およ

び 4 項の利息を加えた金額（以下、「約定返済額」といいま

す。）を約定返済日に返済するものとします。 

6. ローン実行日から第 1 回約定返済日までの期間中に 1 ヵ月未

満の端数日数がある場合や第 7 条の繰上返済にあたって端

数日数が生じる場合等、本規定の適用により 1 ヵ月未満の端

第 3 条 元利金の計算方法  

1. 利息は「住宅ローン契約書」記載の元利金返済日（以下「約定

返済日」といいます）に後払いするものとし、毎回の元金返済

額は、毎月の元金返済額および半年毎の増額元金返済額とも

に、均等とします。 

2.  略  

3.  略  

4.  略  

5. 毎回の返済元金は毎月返済部分、半年毎増額返済部分につ

いてそれぞれ借入元金を返済回数で割った金額（円未満を切

り捨て、割り切れない端数の金額については、当社所定の方

法で調整するものとします）とし、これに本条 2 項と 3 項および

4 項の利息を加えた金額（以下「約定返済額」といいます）を約

定返済日に返済するものとします。 

6. 借入日から第 1 回約定返済日までの期間中に 1 ヵ月未満の端

数日数がある場合や第 7 条の繰上返済にあたって端数日数

が生じる場合等、本規定の適用により 1 ヵ月未満の端数日数



数日数が生じる場合は、その端数日数の利息については、当

社所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部

分に分けて 1 年を 365 日としてローン実行日等を含めて日割

りで計算し、それぞれ、当社所定の約定返済日の約定返済額

に加えて返済するものとします。 

7.  略 

が生じる場合は、その端数日数の利息については、当社

所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部分

に分けて 1 年を 365 日として借入日を含めて日割りで計算し、

それぞれ、第 1 回の元利金返済額に加えて返済するものとし

ます。 

7.  略 

第 4 条 返済用預金口座 
当社におけるお客さまの代表口座円普通預金を、本契約にもとづく

ご返済用の口座（以下、「返済用預金口座」といいます。）とします。

また、お客さまは本契約にもとづく債務を完済するまで、返済用預金

口座を解約することはできません。 

第 4 条 返済用預金口座  
当社におけるお客さまの代表口座円普通預金を、本契約にもとづく

ご返済用の口座（以下「返済用預金口座」といいます）とします。ま

た、お客さまは本契約にもとづく債務を完済するまで、返済用預金

口座を解約することはできません。 

第 5 条 約定返済 

1. 略 

2. お客さまは、約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定

められた銀行の休日（以下、「休日」といいます。）にあたる場

合、当該休日直後の当社の営業日に返済するものとし、当社

は、これを約定返済日に返済したものとみなして取扱います。  

3. お客さまは毎月の約定返済日（前項に定める場合は、休日に

あたる約定返済日の直後の当社の営業日とし、以下、本項お

よび次項において「約定返済日等」といいます。）までに返済

用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社

は、当該約定返済日等に約定返済額を払戻請求書無しに自

動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用

預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社は

その一部の返済に充てる取扱いはせず、その全額について返

済は遅延するものとします。また、返済用預金口座の残高が、

約定返済額のほか第 7 条に定める繰上返済等、当日に同口

座から引落すべき金額の合計額に満たない場合には、当社

は、任意の順序により引落すことができるものとします。 

4. 毎回の約定返済額相当額の預け入れが約定返済日等より遅

れた場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合

計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。当社

は、引落す遅延損害金の額を、ＷＥＢサイトに掲示される「返

済予定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第 2 条に

定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落

日までの実日数により算定するものとします。 

5. 返済用預金口座の残高が約定返済額に満たないために返済

が遅延した場合は、当社はお客さまの入金後いつでも返済用

預金口座から返済に必要な金額を自動的に引落とし、当社の

任意の順序により本契約にもとづく債務の返済の支払いに充

当することができるものとします。ただし、本契約にもとづく債

務のほかに、お客さまが当社に対して返済を遅滞している、返

済用預金口座から引落とされるべき債務がある場合には、当

社は、当社の任意の順序により、返済用預金口座の残高を本

契約にもとづく債務のほか、他の債務の支払いに充当すること

ができるものとします。 

第 5 条 約定返済 

1. 略 

2. お客さまは、約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定

められた銀行の休日（以下「休日」といいます）にあたる場合、

当該休日直後の当社の営業日に返済するものとし、当社は、

これを約定返済日に返済したものとして取扱います。  

3. お客さまは毎月の約定返済日（前項に定める場合は、休日に

あたる約定返済日の直後の当社の営業日とします）までに返

済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当

社は、当社所定の引落日に約定返済額を払戻請求書無しに

自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済

用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社

はその一部の返済に充てる取扱いはせず、その全額について

返済は遅延するものとします。また、返済用預金口座の残高

が、約定返済額のほか第 7 条に定める繰上返済等、当日に同

口座から引落すべき金額の合計額に満たない場合には、当社

は、任意の順序により引落すことができるものとします。 

4. 毎回の約定返済額相当額の預け入れが第 1 項に定める日（第

2 項の適用がある場合は、第 2 項に定める日とします）より遅れ

た場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計

額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。当社は、

引落す遅延損害金の額を、ＷＥＢサイトに掲示される「返済予

定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第 2 条に定める

遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落し日ま

での実日数により算定するものとします。 

5. 返済用預金口座の残高が約定返済額に満たないために返済

が遅延した場合は、当社はお客さまの入金後いつでも返済用

預金口座から返済金額を自動的に引落とし、当社の任意の順

序により本契約にもとづく債務の返済の支払いに充当すること

ができるものとします。 

第 6 条 全期間固定金利の適用  

1. ローン実行日から最終返済期日までの全期間において、固定

金利を適用します。 

2.  略 

3.  略 

4.  第 1 条 3 項による借入金利の変更がある場合は、借入要項等 

第 6 条 全期間固定金利の適用  

1.  契約日（借入日）から最終回約定返済日までの全期間におい

て、固定金利を適用します。 

2.  略 

3.  略 

4.  第 1 条 3 項による借入金利の変更がある場合は、借入要項に



に記載された当初借入金利適用期間終了日の翌日より「期間

終了後の借入金利１」を適用するものとし、その約定返済額

は、「期間終了後の借入金利１」適用開始日現在の元金残

高、最終返済期日までの残存期間等により当社所定の方法で

計算します。なお、借入金利の変更が 2 回ある場合において

は、「期間終了後の借入金利１適用期間」の終了日の翌日より

「期間終了後の借入金利２」を適用するものとし、その約定返

済額は「期間終了後の借入金利２」の適用開始日現在の元金

残高、最終返済期日までの残存期間等により当社所定の方法

で計算します。 

記載された当初借入金利適用期間終了日の翌日より「期間終

了後の借入金利１」を適用するものとし、その約定返済額は、

「期間終了後の借入金利１」適用開始日現在の元金残高、最終

回約定返済日までの残存期間等により当社所定の方法で計算

します。なお、借入金利の変更が 2 回ある場合においては、「期

間終了後の借入金利１適用期間」の終了日の翌日より「期間終

了後の借入金利２」を適用するものとし、その約定返済額は「期

間終了後の借入金利２」の適用開始日現在の元金残高、最終

回約定返済日までの残存期間等により当社所定の方法で計算

します。 

第 7 条 繰上返済 

1. お客さまは、第 5 条に定める約定返済の他、当社所定の方法

により、延滞など特別な事情がない限り、返済用預金口座に資

金を預け入れたうえで、最終返済期日以前に繰上返済をする

ことができるものとします。なお、返済は円貨によるものとしま

す。 

2.  一部繰上返済  

（1） 略 

（2） 略 

（3） お客さまは、約定返済額は変えずに最終返済期日を繰

り上げる方法、または最終返済期日を変えずに約定返

済額を減らす方法を選択できるものとし、ＷＥＢサイトで

の当社所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に

選択するものとします。この操作を行った後の初回およ

び最終返済期日の約定返済額は、通常の約定返済額と

異なる場合があります。なお、約定返済が遅延していると

きには一部繰上返済はできないものとし、遅延している

約定返済額および遅延損害金合計額を返済した後に同

様にＷＥＢサイトでの当社所定のお客さまの操作により行

うものとします。 

3.  全額繰上返済 

   略 

第 7 条 繰上返済 

1. お客さまは、第 5 条に定める約定返済の他、ＷＥＢサイトでの

当社所定のお客さまの操作により、延滞など特別な事情がな

い限り、返済用預金口座に資金を預け入れたうえで、最終回

返済日以前に繰上返済をすることができるものとします。なお、

返済は円貨によるものとします。 

2.  一部繰上返済  

（1） 略 

（2） 略 

（3） お客さまは、毎回返済額は変えずに最終期限を繰り上

げる方法、または最終期限を変えずに毎回返済額を減

らす方法を選択できるものとし、ＷＥＢサイトでの当社所

定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択する

ものとします。この操作を行った後の初回および最終回

の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があり

ます。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上

返済はできないものとし、遅延している約定返済分を返

済した後に同様にＷＥＢサイトでの当社所定のお客さま

の操作により行うものとします。 

3.  全額繰上返済 

   略 

第 8 条 返済条件の変更  
第 7 条の申込については、当社がお客さまからの申し出を承諾した

時に、それぞれの各条項にもとづき条件が変更されます。この場

合、原則として書面での確認などは行いません。 
 

第 8 条 返済条件の変更  
第 7 条の申込については、ＷＥＢサイトでの当社所定のお客さまの

操作により当社に申し出るものとし、その申し出に対し当社が承諾し

た時に、それぞれの各条項にもとづき条件が変更されます。この場

合、原則として書面での確認などは行いません。 

第 9 条 期限の利益の喪失  

1. 略 

2.  お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請

求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失

い、直ちに債務を全額返済するものとします。  

（1） 次のいずれかに該当する場合 

ア．自ら居住するための住宅（主としてその居住の用に供す

るものに限ります。）を建設し、または購入するための貸

付け（借換のための貸付けを含みます。）である場合にお

いて、別途締結する抵当権設定契約証書の物件の表示

に記載の取得対象住宅（以下、「取得対象住宅」といいま

す。）以外の住宅について、独立行政法人住宅金融支援

機構（以下、「機構」といいます。）から自ら居住するため

の住宅の建設資金、購入資金、もしくは改良資金の借入

をしていたとき（取得対象住宅以外の住宅について自ら

第 9 条 期限の利益の喪失  

1. 略 

2.  お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請

求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失

い、直ちに債務を全額返済するものとします。  

（1） 次のいずれかに該当する場合 

ア．自ら居住する住宅（主としてその居住の用に供するもの

に限ります）を建設し、または購入するための貸付け（借

換のための貸付けを含みます）である場合において、別

途締結する抵当権設定契約証書の物件の表示に記載の

取得対象住宅（以下「取得対象住宅」といいます）以外の

住宅について、独立行政法人住宅金融支援機構（以下

「機構」といいます）から自ら居住するための住宅の建設

資金、購入資金、もしくは改良資金の借入をしていたとき

（取得対象住宅以外の住宅について主として自ら居住す



居住するための住宅（主としてその居住の用に供するも

の以外のものに限ります。）の建設資金または購入資金と

して機構から借入れをしていたときを除きます。）、または

取得対象住宅以外の住宅について自ら居住するための

住宅（主としてその居住の用に供するものに限ります。）

の建設資金または購入資金として機構以外の第三者か

ら借入れをし、その借入れについて独立行政法人住宅

金融支援機構法（平成 17 年法律第 82 号）第 13 条第 1

項第 1 号（この契約の締結日以後に法律改正があった場

合は、改正後のこの法律の該当条項）の貸付債権の譲受

けが行われていたとき、またはその借入れについて住宅

融資保険法（昭和 30 年法律第 63 号）第 5 条第 2 項（こ

の契約の締結日以後に法律改正があった場合は、改正

後のこの法律の該当条項）に定める保険関係が成立して

いたとき。 

イ．自ら居住するための住宅（主としてその居住の用に供す

るものに限ります。）を建設し、または購入するための貸

付け（借換のための貸付けを含みます。）である場合にお

いて、取得対象住宅以外の住宅について解散前の住宅

金融公庫（以下、「旧公庫」といいます。）から自ら居住す

るための住宅の建設資金、購入資金または改良資金の

借入れをしていたとき（取得対象住宅以外の住宅につい

て自ら居住するための住宅（主としてその居住の用に供

するもの以外のものに限ります。）の建設資金もしくは購

入資金として旧公庫から借入れをしていたときを除き、旧

公庫の貸付金に係る長期分譲住宅を購入していたときを

含みます。）、または取得対象住宅以外の住宅について

自ら居住するための住宅（主としてその居住の用に供す

るものに限ります。）の建設資金もしくは購入資金として旧

公庫以外の第三者から借入れをし、その借入れについて

旧公庫が廃止前の住宅金融公庫法第 17 条第 9 項第 1

号に掲げる業務によりその貸付債権を譲り受けていたと

き、もしくはその借入れについて旧公庫が住宅融資保険

法第 5 条第 2 項に定める債務保証特定保険関係を成立

させていたとき。 

ウ．自ら居住するための住宅（主としてその居住の用に供す

るもの以外のものに限ります。）を建設し、または購入する

ための貸付け（借換のための貸付けを含みます。）である

場合において、取得対象住宅以外の住宅について、機

構から自ら居住するための住宅（主としてその居住の用

に供するもの以外のものに限ります。）の建設資金、購入

資金、もしくは改良資金の借入をしていたとき、または取

得対象住宅以外の住宅について自ら居住するための住

宅（主としてその居住の用に供するものに限ります。）の

建設資金または購入資金として機構以外の第三者から

借入れをし、その借入れについて独立行政法人住宅金

融支援機構法（平成 17 年法律第 82 号）第 13 条第 1 項

第 1 号（この契約の締結日以後に法律改正があった場合

は、改正後のこの法律の該当条項）の貸付債権の譲受け

が行われていたとき、もしくはその借入れについて住宅融

資保険法（昭和 30 年法律第 63 号）第 5 条第 2 項（この

契約の締結日以後に法律改正があった場合は、改正後

のこの法律の該当条項）に定める保険関係が成立してい

るための住宅以外の住宅の建設資金または購入資金と

して機構から借入れをしていたときを除きます）、または取

得対象住宅以外の住宅について自ら居住するための住

宅（主としてその居住の用に供するものに限ります）の建

設資金または購入資金として機構以外の第三者から借

入れをし、その借入れについて独立行政法人住宅金融

支援機構法（平成 17 年法律第 82 号）第 13 条第 1 項第

1 号（この契約の締結日以後に法律改正があった場合

は、改正後のこの法律の該当条項）の貸付債権の譲受け

が行われていたとき、もしくはその借入れについて住宅融

資保険法（昭和 30 年法律第 63 号）第 5 条第 2 項（この

契約の締結日以後に法律改正があった場合は、改正後

のこの法律の該当条項）に定める保険関係が成立してい

たとき。 

イ．自ら居住する住宅（主としてその居住の用に供するものに

限ります）を建設し、または購入するための貸付け（借換

のための貸付けを含みます）である場合において、取得

対象住宅以外の住宅について解散前の住宅金融公庫

（以下「旧公庫」といいます）から自ら居住するための住宅

の建設資金、購入資金または改良資金の借入れをして

いたとき（取得対象住宅以外の住宅について主として自

ら居住するための住宅以外の住宅の建設資金もしくは購

入資金として旧公庫から借入れをしていたときを除き、旧

公庫の貸付金に係る長期分譲住宅を購入していたときを

含みます）、または取得対象住宅以外の住宅について自

ら居住するための住宅（主としてその居住の用に供するも

のに限ります）の建設資金もしくは購入資金として旧公庫

以外の第三者から借入れをし、その借入れについて旧公

庫が廃止前の住宅金融公庫法第 17 条第 9 項第 1 号に

掲げる業務によりその貸付債権を譲り受けていたとき、も

しくはその借入れについて旧公庫が住宅融資保険法第 5

条第 2 項に定める債務保証特定保険関係を成立させて

いたとき。 

（2） 借入金を借入要項で定めた資金使途または居住区分以

外に使用したとき。 

（3） 自ら居住する住宅を建設し、もしくは購入する者に対する

貸付け（借換のための貸付けを含みます）の場合で、当

社の承諾を得ずに取得対象住宅に自ら居住しなかった

とき、または親族の居住用の住宅を建設し、もしくは購入

する者に対する貸付け（借換のための貸付けを含みま

す）の場合で、当社の承諾を得ずに取得対象住宅に借

入れの際に届け出た当該親族を居住させなかったとき。 

（4） 略 

（5） 本債務に限らず、当社に対する債務について期限の利

益を喪失したとき。 

（6） お客さまが当社との取引規定の一つにでも違反したと

き。  

（7） 支払停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開

始の申立てがあったとき。 

（8） 略 

（9） お客さまが当社に保有する返済用預金口座またはお客

さまの当社に対する預金その他の当社に対する債権、ま

たは債務の担保の目的物について、仮差押、保全差



たとき。 

エ．自ら居住するための住宅（主としてその居住の用に供す

るもの以外のものに限ります。）を建設し、または購入する

ための貸付け（借換のための貸付けを含みます。）である

場合において、取得対象住宅以外の住宅について旧公

庫から自ら居住するための住宅の建設資金、購入資金ま

たは改良資金の借入れをしていたとき（旧公庫の貸付金

に係る長期分譲住宅を購入していたときを含みます。）、

または取得対象住宅以外の住宅について自ら居住する

ための住宅（主としてその居住の用に供するものに限りま

す。）の建設資金もしくは購入資金として旧公庫以外の第

三者から借入れをし、その借入れについて旧公庫が廃止

前の住宅金融公庫法第 17 条第 9 項第 1 号に掲げる業

務によりその貸付債権を譲り受けていたとき、もしくはその

借入れについて旧公庫が住宅融資保険法第 5 条第 2 項

に定める債務保証特定保険関係を成立させていたとき。 

（2） 借入金を借入要項等で定めた資金使途または居住区分

以外に使用したとき。 

（3） 自ら居住するための住宅（主としてその居住の用に供す

るものに限ります。）を建設し、もしくは購入する者に対

する貸付け（借換のための貸付けを含みます。）の場合

で、当社の承諾を得ずに取得対象住宅に自ら居住しな

かったとき、または親族の居住用の住宅を建設し、もしく

は購入する者に対する貸付け（借換のための貸付けを

含みます。）の場合で、当社の承諾を得ずに取得対象

住宅に借入れの際に届け出た当該親族を居住させなか

ったとき。 

（4） 自ら居住するための住宅（主としてその居住の用に供す

るもの以外のものに限ります。）を建設し、もしくは購入する

者に対する貸付け（借換えのための貸付けを含みます。）

の場合で、取得対象住宅に自ら居住しなかったとき。 

（5） 略 

（6） 本契約にもとづく債務に限らず、当社に対する債務につ

いて期限の利益を喪失したとき。 

（7） お客さまが本契約および各取引規定に違反したとき。  

（8） 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続

開始の申立てがあったとき。 

（9） 略 

（10） お客さまが当社に保有する預金債権その他の債権また

は当社に預託する資産もしくは債務の担保の目的物に

ついて、仮差押、または仮処分、差押または競売手続き

開始の命令の通知が発送されたとき。 

（11） 略 

（12） 略 

（13） 略 

（14） 当社の承諾を得ずに取得対象住宅またはその敷地、も

しくは借地権を第三者に譲渡したとき。 

（15） 略 

（16） 本契約に関し、当社に差し入れた書面への虚偽の記

載、虚偽の申告、虚偽の資料提供があったこと、または

二重申込みその他不正な方法により借入れをしていた

ことが判明したとき。 

（17） 略 

押、差押、または競売手続き開始の命令、通知が発送さ

れたとき。 

（10）略 

（11）略 

（12）略 

（13）略 

（14） 本契約に際し、当社に差し入れた書面への虚偽の記

載、虚偽の申告、虚偽の資料提供があったこと、または

二重申込みその他不正な方法により借入れをしていたこ

とが判明したとき。 

（15）略 

（16） 略 

（17） 連帯保証人に前号 1 号から 3 号または本項各号のいず

れかの事由があるとき。  

3.略 

4.略 



（18） 略 

（19） 連帯保証人に前項各号または本項各号のいずれかの

事由があるとき。  

3.略  

4.略 

第 10 条 反社会的勢力の排除 

1. お客さまおよび連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴

力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロま

たは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、こ

れらを「暴力団員等」といいます。）に該当しないこと、および次

の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた

っても該当せず、関係しないことを確約するものとします。 

（1）略 

（2）略 

（3）略 

（4）略 

（5）略 

2. お客さまおよび連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して

次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約す

るものとします。 

（1）略 

（2）略 

（3）略 

（4）略 

（5）略 

3.  お客さまは、債務の担保を供する者（以下、「抵当権設定者」と

いいます。）に対し、第 10 条 1 項柱書に該当し、および 2 項各

号のいずれにも該当しないことを表明させ、かつ将来にわたっ

ても該当しないことを確約させるものとします。 

4.  第 9 条 2 項 5 号の規定の適用により、お客さままたは連帯保

証人に損害が生じた場合にも、お客さまおよび連帯保証人

は、当社になんらの請求をすることができません。また、当社

に損害が生じたときには、お客さままたは連帯保証人がその

責任を負うものとします。 

第 10 条 反社会的勢力の排除 

1. お客さま、または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴

力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロま

たは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下こ

れらを「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、および次

の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた

っても該当しないことを確約するものとします。 

（1）略 

（2）略 

（3）略 

（4）略 

（5）略 

2. お客さま、または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して

次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約す

るものとします。 

（1）略 

（2）略 

（3）略 

（4）略 

（5）略 

3.  お客さまは、債務の担保を供する者（以下「抵当権設定者」とい

います）に対し、第 10 条 1 項柱書に該当し、および 2 項各号

のいずれにも該当しないことを表明させ、かつ将来にわたって

も該当しないことを確約させるものとします。 

4.  第 9 条 2 項 4 号の規定の適用により、お客さままたは連帯保証

人に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をすることが

できません。また、当社に損害が生じたときには、お客さままた

は連帯保証人がその責任を負うものとします。 

第 11 条 担保  

1. 担保価値の減少、お客さままたは連帯保証人の信用不安等

債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、当社か

らの請求により、お客さまは遅滞なく相当な担保を差し入れ、

または連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものと

します。 

2. 略  

3. 本契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、

その債務の履行がない場合には、当社は、担保を、必ずしも

法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、

価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を

差引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務

の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合に

は、お客さまは直ちに返済するものとします。また、本契約によ

る債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰が生じた場合に

は、当社はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返

還するものとします。 

第 11 条 担保  

1. 担保価値の減少、お客さまもしくは連帯保証人の信用不安等

債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、当社か

らの請求により、お客さまは遅滞なく相当な担保を差し入れ、

または連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものと

します。 

2. 略 

3. 本契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、

その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手

続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等に

より当社において取立または処分のうえ、その取得金から諸費

用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による

債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある

場合には、お客さまは直ちに返済するものとします。また、本

契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰が生じ

た場合には、当社はこれを取立または処分前の当該担保の所

有者に返還するものとします。 



4. 略 4. 略 

第 12 条 連帯保証  

1. 連帯保証人は、お客さまが本契約にもとづき負担する一切の

債務について、お客さまからの委託にもとづきお客さまと連帯

して、保証債務を負い、その履行については本契約に従うもの

とします。 

2. 連帯保証人は、お客さまの当社に対する預金その他の債権を

もって相殺ができることを理由として保証債務の履行を拒絶し

ないものとします。 

3. 連帯保証人は、当社が他の担保または保証の変更、解除等を

しても、免責を主張することができないものとします。 

4. 連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位に

よって当社から取得した権利は、お客さまと当社との間に、本

契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約

による残債務がある場合には、当社の同意がなければこれを

行使しないものとします。また、代位の目的となった権利の対

価たる金銭については、当社が連帯保証人に優先して弁済に

充当することができるものとします。 

5. 連帯保証人がお客さまと当社との取引について他に保証をし

ている場合には、その保証は本契約により変更されないものと

し、また、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、

その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保

証人がお客さまと当社との取引について、将来他に保証した

場合も同様とします。 

6. 返済条件の変更等、その他お客さまとの本契約が変更されて

も、連帯保証人との本契約の内容および効力は一切影響を受

けないものとします。 

7． お客さまおよび連帯保証人は、当社が現在および将来の連帯

保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、お客さままた

は他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じ

ることについて、合意します。 

第 12 条 連帯保証  

1. 連帯保証人は、お客さまが本契約にもとづき負担する一切の

債務について、お客さまと連帯して保証債務を負い、その履行

については本契約に従うものとします。 

2. 連帯保証人は、お客さまの当社に対する預金その他の債権を

もって相殺は行わないものとします。 

3. 連帯保証人は、当社が他の担保または保証を変更、解除等し

ても、免責を主張することができないものとします。 

4. 連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位に

よって当社から取得した権利は、お客さまと当社との間に、本

契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約

による残債務がある場合には、当社の同意がなければこれを

行使しないものとします。 

5. 連帯保証人がお客さまと当社との取引について他に保証をし

ている場合には、その保証はこの保証契約により変更されない

ものとし、また、他に限度額の定めのある保証をしている場合

には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。

連帯保証人がお客さまと当社との取引について、将来他に保

証した場合も同様とします。 

6. 返済条件の変更等、その他本契約が変更されても、この保証

契約の内容および効力は一切影響を受けないものとします。 

 

第 13 条 リビングニーズ特約、重度ガン保険金前払特約、先進医

療特約付団体信用生命保険  

お客さまは、当社が所定の方法により、お客さまを被保険者とし、当

社を保険契約者とするリビングニーズ特約、重度ガン保険金前払特

約、先進医療特約付団体信用生命保険契約を生命保険会社と締

結したときは、以下の各号について承諾します。 

（1） 略 

（2） お客さままたは連帯保証人は、お客さまに本条による保険契

約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく当社に通知

のうえその指示に従うものとします。 

（3） 略 

（4） 略 

（5） 本条 3 号の場合、万一告知義務違反その他の理由により、生

命保険会社から保険金の返還の請求を受けたときは、保険金

の受領はなかったものとし、お客さままたは連帯保証人は債

務の全額について直ちに返済するものとします。 

（6） 略 

第 13 条 リビングニーズ特約、重度ガン保険金前払特約、先進医

療特約付団体信用生命保険  

お客さまは、当社が所定の方法により、お客さまを被保険者とし、当

社を保険契約者とするリビングニーズ特約、重度ガン保険金前払特

約、先進医療特約付団体信用生命保険契約を生命保険会社と締

結したときは、以下の各号について承諾します。 

（1） 略 

（2） お客さまもしくは連帯保証人は、お客さまに本条による保険契

約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく当社に通知

のうえその指示に従うものとします。 

（3） 略 

（4） 略 

（5） 本条 3 号の場合、万一告知義務違反その他の理由により、生

命保険会社から保険金の返還の請求を受けたときは、保険金

の受領はなかったものとし、お客さまもしくは連帯保証人は債

務の全額について直ちに返済するものとします。 

（6） 略 

第 14 条 債務繰上返済支援特約、長期就業不能見舞金特約付

団体信用就業不能保障保険 

お客さまは、当社が所定の方法により、お客さまを被保険者とし、当

社を保険契約者とする債務繰上返済支援特約、長期就業不能見舞

第 14 条 債務繰上返済支援特約、長期就業不能見舞金特約付

団体信用就業不能保障保険 

お客さまが、当社が所定の方法により、お客さまを被保険者とし、当

社を保険契約者とする債務繰上返済支援特約、長期就業不能見舞



金特約付団体信用就業不能保障保険を当社の指定する生命保険

会社と締結したときは、以下の各号について承諾します。 

（1） 略 

（2） 略 

（3） 略 

（4） 略 

（5） 略  

金特約付団体信用就業不能保障保険を当社の指定する生命保険

会社と締結したときは、以下の各号について承諾します。 

（1） 略 

（2） 略 

（3） 略 

（4） 略 

（5） 略  

第 15 条 当社からの相殺  

1. 当社は、本契約による債務のうち各約定返済日が到来したも

の、または第 9 条によって返済しなければならない本契約によ

る債務全額と、お客さまの預金その他債権とを、その債権の期

限または通貨にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。 

2. 略 

 

第 15 条 当社からの相殺  

1. 当社は、本契約による債務のうち各約定返済日が到来したも

の、または第 9 条によって返済しなければならない本契約によ

る債務全額と、お客さまの預金その他債権とを、その債権の期

限または通貨にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。

この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、

諸預け金を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当すること

ができます。 

2. 略 

第 16 条 お客さまからの相殺  
略 

第 16 条 お客さまからの相殺  
略 

第 17 条 充当の指定 

1. 略 

2. お客さまから返済または相殺をする場合に、本契約による債務

の他に当社との取引上の他の債務があるときは、お客さまはど

の債務の返済または相殺にあてるかを指定することができま

す。ただし、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるか

を指定しなかったときは、当社が適当と認める順序方法により

充当することができ、お客さまはその充当または相殺に対して

異議を述べないものとします。 

3. 前項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるとき

は、当社は遅滞なく異議を述べられるものとし、この場合、前項

にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期

の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により充当

または相殺することができるものとします。 

4. 当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来

したものとして、当社は充当または相殺することができるものと

します。 

第 17 条 充当の指定 

1. 略 

2. お客さまから返済または相殺をする場合に、本契約による債務

の他に当社との取引上の他の債務があるときは、お客さまはど

の債務の返済または相殺にあてるかを指定することができま

す。ただし、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるか

を指定しなかったときは、当社が適当と認める順序方法により

充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べ

ないものとします。 

3. 前項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるとき

は、当社は遅滞なく異議を述べられるものとし、この場合、前項

にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期

の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺

することができるものとします。 

4.  当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来

したものとして、当社は相殺することができるものとします。 

第 18 条 債権回収会社への業務委託および譲渡  

1. お客さまは、本契約にもとづく債権およびお客さまが当社（そ

の承継者を含みます。）に対し負担する一切の債務に関して、

当社が必要と認めるときは、「債権管理回収業に関する特別措

置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回

収会社（以下、「債権回収会社」といいます。）に債権の回収を

委託し、債権回収会社が当社に代わりお客さまへ請求し、取り

立てることに同意するものとします。 

2.  略 

3.  略 

第 18 条 債権回収会社への業務委託および譲渡  

1. お客さまは、本契約にもとづく債権およびお客さまが当社（そ

の承継者を含みます）に対し負担する一切の債務に関して、

当社が必要と認めるときは、「債権管理回収業に関する特別措

置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回

収会社（以下、「債権回収会社」といいます。）に債権の回収を

委託し、債権回収会社が当社に代わりお客さまへ請求し、取り

立てることに同意するものとします。 

2. 略 

3.  略 

第 19 条 債権回収会社以外への債権譲渡  

1. お客さまは、当社が将来、本契約による債権を他の金融機関

等に譲渡（以下、本条においては信託を含みます。）する場合

があること、および当社が譲渡した債権を再び譲り受ける場合

があることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、お客

さまに対する通知は省略することができるものとします。 

2. 前項の規定により、当社が債権を他に譲渡した場合、当社は

第 19 条 債権回収会社以外への債権譲渡  

1. お客さまは、当社が将来、本契約による債権を他の金融機関

等に譲渡（以下本条においては信託を含みます）する場合が

あること、および当社が譲渡した債権を再び譲り受ける場合が

あることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、お客さま

に対する通知は省略することができるものとします。 

2. 前項の規定により、当社が債権を他に譲渡した場合、当社は



譲渡した債権に関し、譲受人（以下、本条においては信託の

受託者を含みます。）の代理人になることができるものとしま

す。この場合、お客さまは当社に対して、従来どおり本規定に

定める方法によって毎回の約定返済金額を支払い、当社はこ

れを譲受人に交付するものとします。 

譲渡した債権に関し、譲受人（以下本条においては信託の受

託者を含みます）の代理人になることができるものとします。こ

の場合、お客さまは当社に対して、従来どおり本規定に定める

方法によって毎回の約定返済金額を支払い、当社はこれを譲

受人に交付するものとします。 

第 20 条 代り証書等の差し入れ  

契約書等を作成している場合に、契約書等が事変・災害・輸送途中

の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着し

た場合には当社の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済し

ていただくものとします。ただし、契約書等が事変・災害・輸送途中

の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着し

た場合もしくは契約書等を作成していない場合において、当社から

請求があれば直ちに代り証書を差し入れていただくものとします。 

 

第 20 条 危険負担・免責条項等  

1.  契約書等を作成している場合に、契約書等が事変・災害・輸

送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷

または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録にもとづ

いて債務を返済していただくものとします。ただし、契約書等が

事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛

失・滅失・損傷または延着した場合もしくは契約書等を作成し

ていない場合において、当社から請求があれば直ちに代り証

書を差し入れていただくものとします。 

2. 本契約に定めのない事項については、銀行取引規定など当

社の定めるところによるものとします。 

 第 21 条 告知、通知の方法  

1. お客さまおよび連帯保証人は、本契約にもとづき当社よりお客

さまへの告知または通知をする場合に、当社ＷＥＢサイト上へ

の掲示、または電子メールその他の方法により行われることに

同意するものとします。  

2. 届出のあった電子メールアドレスまたは住所に宛てて当社が

通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・

未変更、その他当社の責によらない事由により延着しまたは到

達しなかった場合でも、お客さまおよび連帯保証人は通常到

達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとしま

す。 

第 21 条 届出事項の変更 

1. 氏名、住所、電話番号、勤務先等その他当社に届け出た事項

を変更する場合またはこれに変更があったときは、お客さまお

よび連帯保証人は直ちに当社に当社所定の方法で届け出るも

のとします。 

2. 当社所定の書面により届け出られた署名について、当社は、口

座開設時等に記載された署名との筆跡確認義務は負わないも

のとし、これにより生じた損害については、責任を負いません。 

3. 届出の変更手続以前に生じた損害および不備や届出を遅滞し

または怠ったことにより生じた損害について当社は責任を負わ

ないものとします。 

4.  届出のあった住所に宛てて当社が通知を発信した場合には、

届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由に

より延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきとき

に到達したものとみなします。 

第 22 条 届出事項の変更 

1. 氏名、住所、その他の届出事項を変更する場合または変更が

あった場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の

変更手続きを行ってください。 

2. 当社所定の書面により届出られた署名について、口座開設時

等に記載された署名との筆跡 確認義務は負わないものとし、

これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。 

3. 当社に届出られた電子メールアドレスまたは住所が、お客さま

の責によりお客さま以外の者のアドレスまたは住所になってい

たとしても、これにより生じた損害については、当社は責任を負

いません。 

4.  届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、変更手

続き以前に生じた損害については、当社は責任を負いませ

ん。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったこと

による損害については、当社は責任を負いません。 

第 22 条 成年後見人の届出 
1. お客さままたは連帯保証人について、家庭裁判所の審判によ

り、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等

の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出るものとし

ます。お客さままたは連帯保証人の成年後見人等について、

家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合

も同様に当社に届け出るものとします。 
2. お客さままたは連帯保証人について、家庭裁判所の審判によ

り、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人

の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出るも

第 23 条 成年後見人の届出 
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき

は、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を当社に

書面で届け出るものとします。 
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたとき

は、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によ

って当社に届け出るものとします。 
3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、

任意後見監督人の選任がされているときにも前記各号と同様

に当社に届け出るものとします。 



のとします。 
3. お客さままたは連帯保証人について、すでに補助・保佐・後見

開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任

がされているときにも前記各号と同様に当社に届け出るものとし

ます。 
4. 略 
5.  本条 1 項から 4 項までの届出不備や届出を遅滞しまたは怠っ

たことにより生じた損害については、当社は責任を負わないもの

とします。 

4. 略 
5.  本条 1 項から 4 項の届出前に生じた損害については、当社は

責任を負わないものとします。 

第 23 条 住民票等の取得同意 

債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客さまおよび連

帯保証人は当社がお客さままたは連帯保証人の住民票の写し等を

取得することに同意します。 

第 24 条 住民票等の取得同意 

債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客さまおよび連

帯保証人は当社がお客さまもしくは連帯保証人の住民票の写し等

を取得することに同意します。 

第 24 条 諸費用の負担および支払方法  

1.お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担す

るものとします。  

（1） 略 

（2） 略 

（3） 略 

（4） 略 

（5） お客さままたは連帯保証人に対する督促、権利の行使ま

たは保全に関する費用  

2.略 

第 25 条 諸費用の負担および支払方法  

1.お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担す

るものとします。  

（1） 略 

（2） 略 

（3） 略 

（4） 略  

（5） お客さまもしくは連帯保証人に対する督促、権利の行使

または保全に関する費用  

2.略 

第 25 条 合意管轄 

お客さまおよび連帯保証人は、本契約に関して訴訟の必要が生じ

たときは、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を

専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 

 

第 26 条 準拠法および合意管轄 

1.  当社との取引についての準拠法は日本法とします。 

2. 当社との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社本

店の所在地を管轄する地方裁 判所または簡易裁判所を第一

審の専属的管轄裁判所とします。 

 

第 26 条 規定の変更  

当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を

定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、

当社ＷＥＢサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他

相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。 

1.  変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。 

2. 変更の内容が、本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更

後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的

なものであるとき。 

第 27 条 規定の変更  
当社は、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、

当社は、変更日・変更内容を当社ＷＥＢサイト上に掲示することによ

り告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 

第 27 条 公正証書の作成等 
略 

第 28 条 公正証書の作成等 
略 

第 28 条 報告および調査 

略 

第 29 条 報告および調査 
略 

第 29 条 規定の準用 
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社

の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとしま

す。当社の他の規定、規則などは、当社ＷＥＢサイトへの掲示により

告知します。 

第 30 条 規定の準用 
当社との取引に関し、この規定に定めのない事項については、各取

引に係る規定など当社の定めるところによるものとします。当社の規

定などの定めは、当社ＷＥＢサイト上に掲示します。 
 

第 30 条 住宅融資保険 
お客さまおよび連帯保証人は、当社を契約者兼被保険者とし機構

を保険者とする住宅融資保険を付保することおよび下記の各号に

ついて承諾します。 
（1） お客さまの当社に対する住宅ローンの返済の継続が困難とな

第 31 条 住宅融資保険 

お客さまおよび連帯保証人は、当社を契約者（その承継者を含みま

す）とし機構を保険者とする住宅融資保険を付保することおよび下

記の各項について承諾します。 

1. お客さまが当社に対する住宅ローンの返済の継続が困難とな



った場合等、所定の要件が認められた時に機構が当社に対し

保険金を支払うこと 

（2） 保険金の支払いにより、当社から機構へ本契約にもとづく住宅

ローン債権が移転（以下、「保険代位」といいます。）すること 
（3） 機構が当社に対し保険金を支払った場合でも、これによりお

客さまの本契約にもとづく債務が消滅するものではなく、保険

代位により機構が債権者となり当該債務の回収を行うこと 

（4） 保険代位後、機構は連帯保証人に対し、本条 2 号により取得

した権利の全額について保証債務の履行を請求できること 

（5） 連帯保証人は、第 12 条に定める保証債務の履行をした場合

であっても、保険契約者である当社が機構に対して有する権

利に代位することはなく、機構に対し何ら請求できず、また、本

条 2 号により機構が取得した権利が存する間は、保証債務の

履行による代位により取得した権利を行使できないこと 

（6） 保険代位後、機構がお客さまに対する本契約にもとづく債権

の管理回収を、債権回収会社に委託し、債権回収会社が機

構に代わりお客さまに請求し取り立てする場合があること 

以上 

った場合等、所定の要件が認められた時に機構が当社に対し

保険金を支払うこと 

2. 保険金の支払いにより、保険金の限度で当社から機構へ住宅

ローン債権が移転（以下「保険代位」といいます）し、本契約に

もとづく権利の全部または一部を機構が取得すること 

3. 機構が当社に対し保険金を支払った場合でも、これによりお客

さまの住宅ローン債務が消滅するものではなく、前項の保険代

位により機構が債権者となり当該債務の回収を行うこと 

4.  保険代位後、機構は連帯保証人に対し、本条 2 項により取得

した権利の全額について保証債務の履行を請求できること 

5.  連帯保証人は、第 12 条に定める保証債務の履行をした場合

であっても、保険契約者である当社が機構に対して有する権

利に代位することはなく、機構に対し何ら請求できず、また、本

条 2 項により機構が取得した権利が存する間は、保証債務の

履行による代位により取得した権利を行使できないこと 

6. 保険代位後、機構はお客さまに対する住宅ローン債権の管理

回収を、債権管理回収業に関する特別措置法（平成 10 年法

律第 126 号）に規定する債権回収会社に委託する場合がある

こと 

以上 

個人信用情報機関への登録等  

1. お客さまおよび連帯保証人は、下記の個人情報（その履歴を

含みます。）が当社および機構が加盟する個人信用情報機関

に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機

関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断（返済能力ま

たは転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等に

より、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目

的に限ります。）のために利用されることに同意します。 

（1） 全国銀行個人信用情報センター 

略 

（2） 株式会社日本信用情報機構 

略 

2. お客さまおよび連帯保証人は、前項の個人情報が、その正確

性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会

員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護

と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信

用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または

利用されることに同意します。 

3. 本条 2 項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各

機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載

されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情

報の開示は、各機関で行います（当社および機構では開示で

きません。）。  

(1) 銀行および機構が加盟する個人信用情報機関 

① 全国銀行個人信用情報センター 

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

Tel ：03-3214-5020 

② （株）日本信用情報機構 

https://www.jicc.co.jp/ 

Tel ：0570-055-955 

(2) 銀行および機構が加盟する個人信用情報機関と提携する 

個人信用情報機関 

個人信用情報機関への登録等  

1. お客さまは、下記の個人情報（その履歴を含みます）が当社お

よび機構が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関

および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によ

って自己の与信取引上の判断（返済能力または転居先の調

査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に

関する情報については返済能力の調査の目的に限ります）の

ために利用されることに同意します。 

（1） 全国銀行個人信用情報センター 

略 

（2） 株式会社日本信用情報機構 

略 

2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、

苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則

遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の

確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関お

よびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに

同意します。 

3. 本条 2 項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各

機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載

されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情

報の開示は、各機関で行います（当社および機構では開示で

きません）。  

(1) 銀行および機構が加盟する個人信用情報機関 

① 全国銀行個人信用情報センター 

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

Tel ：03-3214-5020 

② （株）日本信用情報機構 

https://www.jicc.co.jp 

Tel ：0570-055-955 

(2) 銀行および機構が加盟する個人信用情報機関と提携する 

個人信用情報機関 



（株）シー・アイ・シー 

https://www.cic.co.jp/ 

Tel ：0120-810-414  

以上 

（株）シー・アイ・シー 

https://www.cic.co.jp 

Tel ：0120-810-414  

 

以上 
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